
　

構　　造

規　　模

建築面積

本庁舎 議事堂棟

鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）

地上８階　地下１階　塔屋３階

 　　　　　　3,442.0㎡

鉄骨鉄筋コンクリート造

地上３階（一部４階　地下室)

1,360.9㎡

3,335.8㎡延床面積

敷地面積

竣　　工

施設名 事務室面積 組織数 借上げ料

39,669.5㎡

2014年４月現在

　　　　　  17,522.6㎡

昭和４５年(1970年)１月

基本構想（案） 概要版 

はじめに  

第１章 千葉市の概要  

○東日本大震災の発生により、一時業務が中断するなど、

改めて本庁舎のあり方が問われることとなりました。 

○平成２３年度に市内部で本庁舎が抱える課題とその対応

策について検討を行い、平成２４年度には「本庁舎整備

方策検討基礎調査（以下、「基礎調査」という。）」を

実施しました。基礎調査では、現庁舎の課題解決には、

本庁舎敷地に新築又は増築により集約することが望まし

いとの結論となりました。 

○平成２５年度には第三者評価として千葉大学に検証を委

託し、「基礎調査の結果は妥当であり、本庁舎敷地の有

効活用や将来を見据えた資産経営という観点から、現敷

地における新築集約方式に優位性がある」という見解が

示されました。 

○そこで、平成２６年度より新庁舎建設に向けて本格的に

検討することとし、本庁舎整備検討委員会を設置して本

庁舎整備について議論を行ってきました。 

○本構想は、本庁舎整備検討委員会での検討内容を整理し、

市議会の新庁舎整備調査特別委員会の調査審議を経た上

で、とりまとめたものです。 

東日本大震災の発生 

(業務が一時中断) 

Ｈ２３ 市内部での検討 

(本庁舎のあり方に関する基本的な考え方) 

Ｈ２４ 基礎調査の実施 

(本庁舎敷地に集約することが優位) 

Ｈ２５ 第三者評価実施 

(基礎調査結果の検証) 

 Ｈ２６ 基本構想・基本計画 

     の作成 

１ 千葉市の概要 

(1) 本市は、千葉県のほぼ中央部、東京都心部から東に約

40ｋｍに位置します。 

(2) 大正１０年に市制が施行され、公有水面の埋め立てや周

辺町村との合併を経て、現在の市域が概成されました。 

(3) 平成３年以降、業務核都市として、千葉都心及び幕張新

都心の整備をさらに進めるとともに、平成４年に全国１２

番目の政令指定都市となり、６つの行政区を設置するなど、

市民に身近な行政と魅力ある区づくりを推進しました。 

(4) 市の人口は、昭和40年には30万人、昭和46年には50

万人を突破するなど急増しました。平成22年８月には96

万人を突破するなど、都市としての成長を続けています。

今後も、当面の間は総人口が増加するものの、平成32年

に97万４千人に達した後は減少し、平成52年には87万

人に減少する見通しです。 

 
２ 財政健全化への取り組み 

 平成２１年に「脱・財政危機宣言」を発するとともに、「財政健全化プラン」を策定し、財政健全化

のための取り組みを進めてまいりました。平成２２年度から２５年度の「第１期財政健全化プラン」の

取り組みの結果、実質公債費比率は今後も高い水準で推移するものの、早期健全化基準である２５％を

下回ることが確実になるなど着実に効果が得られています。 

  実質公債費比率 平成２１年度    ２１．１％  →  平成２５年度    １８．４％ 

  市債残高    平成２１年度  ７，４０１億円  →  平成２５年度  ７，３１３億円 

千葉市の人口推移 

第２章 本庁舎の概要  

２ 現庁舎の概要 

(1) 現庁舎（本庁舎及び議事堂棟）は、昭和４５年（1970年）１月の竣工で、既に４４年が経過してい

ます。 

(2) 市の人口増加に伴って行政需要が拡大した結果、本庁舎の事務室面積が不足したことから、現在で

は中央コミュニティセンターとポートサイドタワーの２か所を借り上げています。 

中央コミュニティ 

センター 

4,561.5㎡ 

（借上面積） 

13,089.5㎡ 

うち借上面積 

8,862.1㎡ 

ポートサイドタワー

（オフィス棟） 
９課 

３０課 

約２億３千万円 

約3億６千万円 

１ 本庁舎の変遷 

  現庁舎は、大正10年の市制施行から４代目に当たる庁舎です。それまで県庁前にあった本庁舎が、

都市の発展により建物の狭隘化が進んだため、本庁舎と議事堂棟を現在の本庁舎敷地に移転・新築し

ました。 

 

 

 

初代庁舎 

二代目庁舎 

三代目庁舎 

四代目庁舎 
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３ 政令指定都市における本庁の役割 

(1) 通常時における市政運営の拠点 

〇本庁は、通常時においては区役所を含めた出先機関等と

調整・連携して行政サービスの提供を行うなど、総合的

な市政運営の拠点としての役割を果たします。また、全

市的・全庁的な視点に立って、市民ニーズ等の情報や行

政施策につながるデータを収集し、これを整理・分析す

ることにより、政策の企画立案や予算の編成等を行いま

す。 

〇一方、区役所は、政令指定都市に設置される区単位の行

政機関であり、大都市にあっては、市民に身近で生活に

関連した行政運営上の拠点となっています。その他の出

先機関は、個別分野ごとに税事務所や土木事務所、環境

事業所など様々な機関が設置されています。 

〇本庁は、区役所・出先機関等を統合調整する役割を果た

すことが求められるとともに、政策等の企画立案業務を

遂行する必要があることから、1か所に集中して処理する

方が人的にも財政的にも効率的となります。 

  

 

通常時における本庁の役割 

非常時における本庁の役割 
(2) 非常時における市の総合防災拠点 

〇本庁は、災害発生時には市の総合防災拠点として機能し

ます。その主な機能としては、災害対策本部を設置して

災害対策方針の協議・決定を行うほか、適切な配備体制

の構築、現場の活動拠点となる区役所等※との連絡調整、

国や県をはじめ市内外の関係団体等との連携を図るとと

もに、様々な情報を収集・分析し、伝達・発信を行いま

す。 

〇一方で、区役所等は区の総合防災拠点として、応急災害

対策や医療機関、福祉活動・消火救急救助活動などの拠

点として、直接市民や避難所に対して支援を行います。 

〇そのため、本庁は、非常時においては防災に係る司令塔

としての機能を果たすことになります。 

※区役所等…区役所、保健福祉センター、消防署など 

 

２ 新庁舎建設に向けた検討への着手 

  基礎調査においては、現庁舎の活用を前提に対応策の検討を行いましたが、現敷地の有効活用や今後

の建て替え等、将来を見据えた資産経営を考えると、現庁舎敷地に新築又は増築により集約すること

が望ましいとの結論となりました。 

  中でも、新庁舎を建設することが、防災面を含めた市役所の機能を最も高められ、かつ、長い目で見

て一番コストがかからないとの結論に達しました。 

  以上の検討結果を踏まえて、平成２６年度より、現敷地での新庁舎建設に向けて、基本構想・基本計

画を策定するため、本格的な検討を行うこととしました。 

 

１ 現庁舎の抱える課題 

(1) 検討経緯 

  東日本大震災をきっかけに、現庁舎のあり方について検討が始まり、平成２３年度には市内部で

検討を行い、平成２４年度には基礎調査を、翌平成２５年度には千葉大学工学部による第三者評価

を実施しました。 

(2) 抱える課題と整備の必要性 

  これまでの検討結果を踏まえて現庁舎の課題を「防災面」、「分散化・狭隘化」、「老朽化」の

３つに整理をしました。 

本庁舎が抱える課題 

第３章 現庁舎の抱える課題と新庁舎整備の必要性 

(3) まとめ 

  一般の市であれば、市民対応や企画立案、復旧・復興の計画などを市役所本庁１か所で行わなくては

なりません。一方、本市のように本庁とは別に区役所を有する政令指定都市においては、このような機

能分化が制度化されています。通常時と非常時が柔軟に連動する組織体制となっていることから、行政

機能維持の観点からみて、大きな強みとなります。 

 

 

 

学校・ 

公民館など 

（地域防災拠点） 

 

本庁 

（市総合防災拠点） 

【役割】 
○災害対策方針の協議・決定 
〇情報やニーズの収集・分析 
○災害対応指示や情報伝達・発信 

〇適切な配備体制の構築 

区役所 

出先機関 

（区総合防災拠点） 

【役割】 
○避難所の開設・運営支援 
〇情報収集・伝達 

市民・各種団体等 
情報提供 

避難 

他の自治体、 

千葉県、国等 

連絡調整等 連携 

対応指示・

情報伝達 

避難情報等

の把握 

対応指示・

情報伝達 

避難情報等

の把握 

関係団体等 

役割に応じて 連携して災害対応に従事 

災
害
情
報
・
避
難
情
報
の
発
信 

 

役割に応じて  連携 

連絡調整等  

 

 

行政サービス

の提供 

市民ニーズ

等の把握 

市民・各種団体等 

区役所等 

出先機関 

 

他の自治体、 

千葉県、国等 

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

【役割】 

○全市的観点からの企画 

立案・予算編成等 

○各部署間の統合調整 

統合調整等 連携 

市
民
ニ
ー
ズ
等
の
把
握 

連絡調整等  連携 

【役割】 

○市民に身近な行政サービス

の提供 

○地域コミュニティ振興等 

 

  
  

関係団体等 

学校・公民館など 

調整・連携 

行政サービスの提供 

利用 

本庁 

（市政運営の拠点） 
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第４章 本庁舎周辺エリアの特性  

１ 本庁舎敷地及び周辺エリアの変遷 

(1) 本庁舎敷地のある千葉港中央地区は、昭和３９年に公

有水面埋立て免許が申請されました。当時の資料によれ

ば、千葉港中央地区は高度経済成長により千葉市の人口

増加が見込まれる中で、近代都市としての風格を備えた

格調高い都市をつくり、躍進していくための拠点として

位置づけられています。 

(2) 千葉県庁前にあった市役所の土地・建物を千葉県に譲

り、等価交換によって現在の敷地に新たな庁舎の建設を

図り、昭和４５年１月に現庁舎が竣工しました。当時は

広大な埋め立て地の中に現庁舎だけが立地している状況

でした。 

(3)本庁舎敷地に移転して以降、千葉銀行本店の立地、中央

コミュニティセンターの開設、京葉線の旅客化、千葉都

市モノレールの開通などにより、業務機能の集積が進ん

できました。 

(4) 現在では、電気・ガス・通信など社会インフラを支え

る企業や、県内経済を支える金融機関の本部機能が立地

しているのに加え、ＮＨＫ千葉放送局や日本赤十字千葉

支社、千葉県医師会が立地するなど、市内・県内の市民

生活を支える中枢機能が集まったエリアとなっています。 

本庁舎移転後の周辺整備経過 

２ 本庁舎敷地及び周辺エリアの特性 

(1)本庁舎敷地周辺に立地している企業・団体等は、地域防災計画上の関係機関に位置づけられているも

のが多く、通常時だけでなく非常時においても市民生活を支える機能を担っています。 

(2)そのほか、複数の宿泊施設や災害医療協力施設も集積しており、災害時における応急・復旧への様々

な支援者やボランティアの受け入れもしやすい環境にあります。 

(3)また、このエリアには、緊急輸送道路が通り、災害時における物流経路上に位置します。耐震強化岸

壁を持つ千葉港に近く、陸運・海運の両方を利用できる位置にあります。 

(4)さらに、４ｈａの本庁舎敷地に隣接し、３ｈａのみなと公園があり、都心の中にありながら広大なス

ペースを確保することが可能です。災害時には、集積する関係機関と連携した作業場として活用する

ことも可能となっています。 

 

 

 
本庁舎敷地周辺エリアの概念図 

本庁舎移転前の周辺整備経過 

３ まとめ 

(1)千葉県庁の向かいにあった場所から、県の中心である「県心」とは別に、新天地で市の中心である

「市心」を創出する決意で移転を決め、昭和４５年に現庁舎が竣工して以降、現在に至るまで長期に

わたって千葉市の本庁舎敷地として利用してきました。 

(2)その結果、本庁舎敷地の周辺は、通常時・非常時を含め市内・県内の市民生活を支える中枢機能が集

積したエリアになっています。 

 

機能維持の観点からみて、大きな強みとなります。 

3



１ 本庁舎敷地の特性 

第５章 本庁舎敷地の基本的な位置づけ 

津波 

高潮 

その他 

揺れ 

やすさ 

液状化 

・東京湾口に１０ｍの津波が襲来した場合の浸水予測では、沿岸部の防潮

堤の高さを下回ることから、浸水被害は見込まれていません。 

・業務継続性に配慮するため、基本計画時に、免震構造や制振構造の建

物の採用を検討します。 

・地震後においても必要な機能を確保するため、基本計画時に液状化対

策を検討します。 

想定される 
リスク 

・基本計画時に、ごくまれに発生する事象についても考慮して検討します。 

リスクへの
対応方針 

・想定外の事態に備えるため、基本計画時に社会資本整備審議会の「大津

波等を想定した官庁施設の機能確保のあり方について（答申）」等を

ふまえて検討します。 

・100～200年に１度に発生する台風では、浸水被害は見込まれていま

せん。地球温暖化による海面上昇があった状況下で、200～1000年

に１度の台風が発生した場合、最大で５ｍ以下の浸水の発生が予想さ

れています。 

想定される 
リスク 

リスクへの
対応方針 

リスクへの
対応方針 

リスクへの
対応方針 

想定される 
リスク 

・東京湾北部地震、千葉市直下地震どちらの場合においても液状化の危

険性が高いという想定結果が出ています。 

想定される 
リスク ・東京湾北部地震（M7.3）では、震度６強の揺れが想定されています。 

・地震火災、内水氾濫、土砂災害等による被害は見込まれていません。 

 

 

４ｈａの敷地 
・敷地内に約１６万㎡の建物を建てることが可能な土地であり、現庁舎

を稼働させながら建て替えを行うことも可能です。 

交通網 
・交通の便に優れ、他の行政機関へのアクセスも容易であるなど、交通

上優位な立地です。 

・緊急輸送道路と接しているほか、耐震強化岸壁を持つ千葉港に近いな

ど、災害時においても物流経路を確保しやすい立地です。 

・通常時・非常時を含め市民生活を支える中枢機能が集積しており、隣

接するみなと公園の活用など、様々な連携を模索可能な立地です。 

２ 本庁舎敷地が抱えるリスクへの対応 

  本庁舎敷地は自然災害に関わる様々なリスクがあることを認識した上で、これらのリスクへの対応

方針を定めます。 

 

防災上の立地 

周辺環境 

第６章 新庁舎整備の基本理念 

第７章 新庁舎整備に併せて検討する事項 

３ まとめ 

(1)現敷地は、現在の庁舎を稼働させながら新庁舎を建設することが可能です。想定されるリスクに対し

ては適切に対応することにより、非常時の業務継続性を確保できる庁舎の建設が可能です。 

(2)敷地の有効活用についても、周辺に立地する企業・団体等と「顔の見える関係性づくり」を図ること

が可能であるなど、様々な可能性を秘めており、今後も本庁舎敷地として活用していくことがふさわ

しい土地となっています。以上のことから、現敷地において庁舎整備を行うこととします。 

(3)災害時においても本庁舎機能を維持していくため、新庁舎整備後においても、災害想定の見直しに合

わせた対応策について、長期的な視点からハード、ソフト両方の対策を検討していくことが必要です。 

 

 

■ 基本理念 ■ 
   １ 人口構成や社会ニーズなど将来の変化に柔軟に対応できるような新庁舎整備を 

 進めていきます。 

２ 政令指定都市における本庁舎として、通常業務の遂行性に優れた新庁舎整備を 

 進めていきます。 

３ 非常時においても状況の変化に柔軟に対応できる、業務継続性を備えた新庁舎整

備を進めていきます。 

■ 本庁舎のあるべき姿 ■ 

 この「基本理念」を実現するために、３つの「本庁舎のあるべき姿」を定めます。 

本庁舎は市民の安心・安全を支えるための総合防災拠点であるため、耐震性に優れ、災害に強い

構造・設備を備えた庁舎を目指します。 

ア 地震をはじめ、災害に強い構造を備えた庁舎 

災害発生等の非常時においても、迅速に業務機能を回復し、災害対応等に従事できるよう、業務

継続機能を備えた庁舎を目指します。 

イ 非常時の業務継続機能を備えた庁舎 

       非常時の業務継続性の確保 あるべき姿３ 

本庁舎の業務がワンストップで対応できるなど市民や事業者にとって使いやすく、業務遂行の利

便性・機能性に優れ、高い環境性能を備えた庁舎を目指します。 

ア 市民や事業者にとって使いやすく、利便性や機能性に優れ、環境にも配慮した庁舎 

様々な情報に対する防犯性を確保するとともに、庁舎利用者の安全性を確保するなど、安心して

利用できる庁舎を目指します。 

イ 優れたセキュリティを持ち、安全に業務遂行できる庁舎 

       通常業務の遂行性の確保 あるべき姿２ 

将来の変化に伴い、行政組織の変更や業務形態の変化に柔軟に対応できる庁舎を目指します。 

ア 将来の人口構成や社会ニーズの変化に対応できる庁舎 

様々な変化に対応しつつ、長期間にわたり効率的に使い続けられるよう、十分な保全性と経済性

を備えた庁舎を目指します。 

イ 長期間にわたり効率的に使い続けることができる庁舎 

       将来の変化への柔軟性の確保 あるべき姿１ 

【参考】 検討のキーワード 4



【１万人アンケートの概要】 

・１万人の市民を対象に、アンケー

ト調査を実施しています。 

・質問項目の１つに、「新庁舎建設

の重要な視点」を尋ねる項目があ

りました。 

・予め用意した１４項目とそれ以外

の自由意見を記載して頂く質問に、

複数回答により答えて頂いたとこ

ろ、上位の回答は、右表のとおり

となりました。     

順位 項目 件数

1
災害時でも市役所の業務が継続できる
こと

1835

2
本庁舎での用事がワンストップで対応
できる窓口を備えていること

1462

3
災害時に避難者や支援者（ボランティ
アなど）の受け入れができること

1340

4
ライフサイクルコストなど、財政負担
を軽減できること

1331

5
個人情報の漏えい防止など情報セキュ
リティに配慮していること

1281

第７章 新庁舎整備に併せて検討する事項 

２ みなと公園・周辺道路網の活用 

 本庁機能の強化や本庁舎敷地の有効活用を図るため、本庁舎敷地に隣接するみなと公園や周辺道路網

など、既存のインフラ施設のあり方についても検討していく必要があります。 

３ 本庁舎周辺エリアとの連携・貢献 

 敷地の周辺には、市民生活を支える企業・団体等が多く集積していることから、これらの企業・団体

等との連携方策についても検討します。 

 新庁舎整備を通じて、周辺に立地する企業、民間団体、公益団体、市民団体等とのパートナーシップ

を構築し、「顔の見える関係性づくり」を進めることにより、本庁舎敷地周辺への集積の効果を高める

ことを検討します。 

 

  

１ 敷地の有効活用 

 本庁舎の機能的な配置を検討するとともに、民間企業等へのヒアリングやマーケット調査などを実施

し、民間利用・公共利用などの敷地活用方策を検討します。また、将来の本庁舎建替えに備えることも

配慮します。 

 

 

 ア 市民や事業者にとって 

   使いやすく、利便性や 

   機能性に優れ、環境に 

   も配慮した庁舎 

あるべき姿２. 通常業務の遂行性の確保 

（ア）利便性 

（イ）機能性 

（ウ）環境先進性 

 イ 優れたセキュリティを持ち、 

   安全に業務遂行できる庁舎 

（ア）防犯性 

（イ）安全性 

あるべき姿３.非常時の業務継続性の確保 

 ア 地震をはじめ、 

   災害に強い構造を備えた庁舎 

（ア）構造安全性 

（イ）災害安全性 

 イ 非常時の業務継続機能を 

   備えた庁舎 

（ア）防災拠点性 

（イ）業務継続性 

アンケート ２位 

アンケート ２位 

アンケート ５位 

アンケート １位 

アンケート １位 

アンケート ３位 

アンケート １位 

 ア 将来の人口構成や社会ニー 

  ズの変化に対応できる庁舎 

あるべき姿１. 将来の変化への柔軟性の確保 

（ア）可変性 

（イ）変化への対応性 

 イ 長期間にわたり効率的に使 

  い続けることができる庁舎 

（ア）保全性 

（イ）経済性 

アンケート ４位 

アンケート ４位 

アンケート ４位 

近年進出した企業

近年建設済

①ＮＨＫ千葉放送局

②日赤千葉県支部

建設中

③(仮)千葉県医師会館

④(仮)京葉銀行千葉

みなとビル

未利用の公的不動産

公園

凡 例

社会資本整備

民等の取組

道路

③

・防災訓練や物資の
備蓄を実施

・災害時、市の災
害対応等に協力

②
①

④

エリア周辺の民間企業

アンケート ４位 

【参考】 検討のキーワード 

おわりに  

○今回策定する「新庁舎整備基本構想」は、本庁舎の抱える３つの課題「防災面」、「分散化・狭隘

化」、「老朽化」を解決し、政令指定都市における本庁舎として求められる機能を果たせるよう、新

庁舎（行政棟及び議事堂棟）の整備に係る基本理念、あるべき姿等の基本的な考え方をまとめたもの

です。 

○今後、策定する「新庁舎整備基本計画」において、この基本構想に示した内容の具体化に向け、新庁

舎の規模、事業費等について検討を行います。検討に当たっては、市民の皆様のご意見を伺いながら

新庁舎整備の基本理念の実現を目指して事業をすすめて参ります。 
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